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令和３年度土木工事共通仕様書等の改定について

【土木工事共通仕様書等とは】
○土木工事共通仕様書とは、契約書と設計図書の内容について、
・統一的な解釈と運用を図るとともに、
・その他必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保を図ることを目的としたもの。
○発出された通達、改定された技術基準等に対応するため、近年は毎年改定を実施。
○施工管理基準（出来形管理基準、品質管理基準）及び写真管理基準も併せて改定。

【令和３年度 共通仕様書等 改定内容】
（1）地方整備局等からの意見、現場実態などを踏まえた改定
（2）共通仕様書に引用されている技術基準等・JISとの整合
（3） 「ICT技術の全面的な活用」を推進するための基準の反映

【改定スケジュール】
○令和2年5月～10月 地整担当者と改定内容を検討、地整、国総研・土研に意見照会
○令和2年12月 共通仕様書担当者会議
○令和2年2月 改定（案）を省内関係課、地整、国総研・土研に意見照会
○令和3年3月30日 改定 各地方整備局へ発出、地方公共団体へ参考送付



令和３年度土木工事共通仕様書等の改定について

（1）各地方整備局からの意見、現場実態などを踏まえた改定
令和３年度土木工事共通仕様書等の主な改定項目
①土木工事共通仕様書
○押印等の見直しに伴う書面の定義見直し
○提出書類の原則、電子化（紙と電子の二重提出の解消）
○安全教育・訓練に関する改定
○砂防ソイルセメントについての規定追加
○機械式鉄筋継手工法についての規定追加
○境界工に関する改定
など、各地整の実態等を踏まえ、改定。

②出来形管理基準
○伸縮装置についての改定
○法面工（鉄筋挿入工）の規定追加
など、各地整の実態等を踏まえ、改定。

③品質管理基準
○法面工（鉄筋挿入工）の規定追加
など、各地整の実態等を踏まえ、改定。

④写真管理基準
○フィルム写真を用いた場合の写真管理基準の廃止

など、各地整の実態等を踏まえ、改定。



現行条文
1-1-1-2 用語の定義

26.書面
書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ
簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、
署名または押印したものを有効とする。ただし、
情報共有システムを用いて作成され、指示、承
諾、協議、提出、報告、通知が行われた工事帳
票については、署名または押印がなくても有効
とする。

改定条文
1-1-1-2 用語の定義

26.書面
書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい
、情報共有システムを用いて作成され、指示、
承諾、協議、提出、報告、通知が行われたもの
を有効とする。ただし、やむを得ず、情報共有シ
ステムを用いない場合は、発行年月日を記載し
、記名（署名または押印を含む）したものも有効
とする。

土木工事共通仕様書等の改定について

○押印等の見直しに伴う書面の定義見直し の検討

記名、署名または押印の取扱い
記名：氏名を記載した書類のデータ
署名：紙へ手書きにより氏名を記載した書類
押印：紙へ押印した書類
※上記書類のデータを出力、複写、スキャン等したものも有効とする。

書面の真正性の確保
書面を提出する受注者は、契約時点で本人確認が取れており、従前からの継続的なやりとりとなる。こ

のため、書面のやりとりの方法（紙提出、電子メール、情報共有システムなど）について事前に確認してお
けば、書類の真正性は確保される。

①土木工事共通仕様書の改定



現行条文
3-1-1-2 請負代金内訳書及び工事費構成
書

7.請負代金内訳書の提出
受注者は、請負代金内訳書を監督職員へ提出
する際には、紙で出力した請負代金内訳書
に捺印したもの、及び入力済みの電子データが
保存された電子媒体の両方を監督職員を経
由して発注者に提出しなければならない。

改定条文
3-1-1-1 請負代金内訳書及び工事費構成
書

7.請負代金内訳書の提出
受注者は、請負代金内訳書を電子データで作
成し、発注者に提出しなければならない。

土木工事共通仕様書等の改定について

①土木工事共通仕様書の改定

○紙と電子の二重提出の解消

電子契約システムの本格運用及び令和2年12月23日付け「入札及び契約に係る手続における押印等
の見直しについて」を踏まえ、規定を変更する。



現行条文
3-1-1-9 工事完成図書の納品
2.工事完成図
受注者は、設計図書に従って工事目的物の完
成状態を図面として記録した工事完成図を紙
の成果品及び電子成果品として作成しなけれ
ばならない。

3.工事管理台帳
受注者は、設計図書に従って工事目的物の完
成状態を台帳として記録した工事管理台帳を
紙の成果品及び電子成果品として作成しなけ
ればならない。

4.電子成果品及び紙の成果品
受注者は、「電子納品等運用ガイドライン【土木
工事編】」に基づいて電子成果品及び紙の成果
品を作成及び納品しなければならない。

改定条文
3-1-1-7 工事完成図書の納品
2.工事完成図
受注者は、設計図書に従って工事目的物の完
成状態を図面として記録した工事完成図につ
いて、電子成果品として作成しなければならな
い。

3.工事管理台帳
受注者は、設計図書に従って工事目的物の完
成状態を台帳として記録した工事管理台帳に
ついて、原則として、電子成果品として作成し
なければならない。

4. 成果品
受注者は、「電子納品等運用ガイドライン【土木
工事編】」に基づいて、原則として、電子成果品
を作成及び納品しなければならない。

土木工事共通仕様書等の改定について

①土木工事共通仕様書の改定

○紙と電子の二重提出の解消

工事管理台帳（コンクリート品質記録等）及び成果品については製造工場から提出される試験成績表等
が含まれており、一部において紙提出のケースもあることから、「原則として、電子成果品」とする。



現行条文
1-1-1-10 施工体制台帳
1.一般事項

受注者は、工事を施工するために下請契約を
締結した場合、国土交通省令及び「施工体制
台帳に係る書類の提出について」（平成30年
12月20日付け国官技第62号、国営整第154
号、平成27年3月27日付け国港技第123号、
平成27年3月16日付け国空安保第763号、
国空交企第643号）に従って記載した施工体
制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、
その写しを監督職員に提出しなければならない
。

改定条文
1-1-1-10 施工体制台帳
1.一般事項
受注者は、工事を施工するために下請契
約を締結した場合、国土交通省令及び「施
工体制台帳に係る書類の提出について」（
令和3年3月5日付け国官技第319号、国営
建技第16号、令和3年3月22日付け国港技
第90号）に従って記載した施工体制台帳を
作成し、工事現場に備えるとともに、その
写しを監督職員に提出しなければならない
。
なお、施工体制台帳等は、原則として、
電子データで作成・提出するものとする。

土木工事共通仕様書等の改定について

①土木工事共通仕様書の改定

施工体制台帳



現行条文

1-1-1-41 保険の付保及び事故の補償

5.掛金収納書の提出
受注者は、建設業退職金共済制度に該当す

る場合は同制度に加入し、その掛金収納書（発
注者用）を工事請負契約締結後原則1ヶ月以
内に、発注者に提出しなければならない。

改定条文

1-1-1-41 保険の付保及び事故の補償

5.建設業退職金共済制度の履行
受注者は、建設業退職金共済制度に該当
する場合は同制度に加入し、その掛金収納
書（発注者用）を工事請負契約締結後原則
1ヶ月以内（電子申請方式による場合にあ
っては、工事請負契約締結後原則４０日以
内）に、発注者に提出しなければならない
。
また、工事完成後、速やかに掛金充当実
績総括表を作成し、検査職員に提示しなけ
ればならない。

土木工事共通仕様書等の改定について

①土木工事共通仕様書の改定

建設業退職金共済制度の履行



現行条文

1-1-1-27 工事中の安全確保

10.安全教育・訓練等の記録
受注者は、工事着手後、作業員全員の参加に
より月当たり、半日以上の時間を割り当て、以
下の各号から実施する内容を選択し、定期的
に安全に関する研修・訓練等を実施しなければ
ならない。

【地整からの意見等】
定期的に行う安全に関する研修・訓練につい

て、作業員全員の参加が出来ない場合がある
ことから、後日、研修内容の説明、訓練の実施
等を行うことにより参加実績とみなす事が出来
ないか。

改定条文

1-1-1-27 工事中の安全確保

10.安全教育・訓練等の記録
受注者は、工事着手後、作業員全員の参加
により月当たり、半日以上の時間を割り当
て、以下の各号から実施する内容を選択し
、定期的に安全に関する研修・訓練等を実
施しなければならない。
なお、作業員全員の参加が困難な場合は
、複数回に分けて実施する事も出来る。

土木工事共通仕様書等の改定について

①土木工事共通仕様書の改定

安全教育・訓練



土木工事共通仕様書等の改定について

①土木工事共通仕様書の改定

（現行条文無し）

【地整からの意見等】
機械式鉄筋継手の普及・促進を図るため、「機
械式鉄筋継手工法ガイドライン」（平成２９年３
月）に基づき、機械式鉄筋継手の項目を新たに
記載してはどうか。

機械式鉄筋継手工法

改定条文
1-3-7-5 継手

8.機械式鉄筋継手
（１）機械式鉄筋継手工法を採用する場合は、「
現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式
鉄筋継手工法ガイドライン（平成２９年３月）」に
基づき実施するものとする。
（以下、省略）



（現行条文無し）

平成28年10月に「砂防ソイルセメント」が工事
工種体系に追加され、土木工事標準積算基準
に歩掛が反映されている事を踏まえ、共通仕様
書に規定を追加。

改定条文

8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工

12．砂防ソイルセメント
受注者は、砂防ソイルセメントの施工にあ
たって、設計図書において特に定めのない
事項については、「砂防ソイルセメント施
工便覧」（砂防・地すべり技術センター、
平成28年9月）、現位置撹拌混合固化工法
（ISM工法）設計・施工マニュアル第1回改
定版（先端建設技術センターISM工法研究
会、平成19年3月）の規定による。
なお、これにより難い場合は、監督職員の
承諾を得なければならない。

土木工事共通仕様書等の改定について

①土木工事共通仕様書の改定

砂防ソイルセメント



現行条文
8-1-11-4 境界工
3. 杭（鋲）の設置
受注者は、杭（鋲）の設置にあたっては、設計図
書に示す場合を除き、杭の中心点を用地境界
線上に一致させ、文字「国」が内側（官地側）に
なるようにしなければならない。

10-2-12-3 境界工
1.一般事項
受注者は、境界杭及び境界鋲の施工にあたっ
ては、原則として、杭の中心線が境界線と
一致するよう施工しなければならない。

【地整からの意見等】
杭（鋲）は官地側に設置し、杭の矢印端部を用
地境界線に一致させなければならない。等とし
た方がよいのではないか。

改定条文
8-1-11-4 境界工
3．杭（鋲）の設置
受注者は、杭（鋲）の設置にあたっては、設計図
書に示す場合を除き、杭頭部に示す中心点又
は矢印先端部を用地境界線と一致させ、文字「
国」が内側（官地側）になるようにしなければな
らない。

10-2-12-3 境界工
1．一般事項
受注者は、境界杭及び境界鋲の施工にあたっ
ては、原則として、杭頭部に示す中心点又は矢
印先端部を境界線と一致させ、側面の文字（国
）が内側（官地側）になるようにしなければなら
ない。

土木工事共通仕様書等の改定について

①土木工事共通仕様書の改定

境界工



伸縮装置についての改定
【地整からの意見等】

測定箇所を表す挿絵が不明瞭なため、修
正を求める。

3-2-3-24 伸縮装置（ゴムジョイント）

改定
（挿絵の修正）

法面工（鉄筋挿入工）の規定追加

【地整からの意見等】
法面工の鉄筋挿入工の出来形管理項目

がないため、設けてほしい。

土木工事共通仕様書等の改定について

②出来形管理基準及び規格値の改定

3-2-14-6 アンカー工
※鉄筋挿入工にも適用する

測　　定　　箇　　所測　定　項　目 規　格　値
測定

基準

全数

削孔深さ　　ℓ 設計値以上

配置誤差　　ｄ 100

せん孔方向　θ ±2.5度

ｙ

ｘ

ｄ

θ

ｄ＝
22＋ｙｘ

θ

ℓ



法面工（鉄筋挿入工）の規定追加

【地整からの意見等】
法面工の鉄筋挿入工の品質管理項目が

ないため、設けてほしい。

土木工事共通仕様書等の改定について

③品質管理基準及び規格値の改定

38 鉄筋挿入工
各地整の実態等を踏まえ、アンカー工を参考に
品質管理項目（下記項目）を設定
・品質検査（芯材・ナット・プレート等）
・定着材のフロー値試験
・外観試験（芯材・ナット・プレート等）
・圧縮強度試験
・引き抜き試験

④写真管理基準の改定

フィルム写真を用いた場合の写真管理基準
について
【地整からの意見等】

フィルム写真とデジタル写真の提出頻度が
同一の表に表現されているため、わかりづら
い。

フィルム写真の使用状況について各地整の実態
を踏まえ、フィルム写真を用いた場合の写真管
理基準については削除する。

（フィルムカメラを使用した撮影～提出とする場合は、「
写真管理基準（案）令和2年3月」を参考に監督職員と
提出頻度等を協議の上、取扱いを定めるものとする。）



揚排水ポンプ設備技術基準・同解説 （河川ポンプ施設技術協会） 令和2年1月
道路標識設置基準・同解説 （日本道路協会） 令和2年6月
杭基礎設計便覧 （日本道路協会） 令和2年9月
杭基礎施工便覧 （日本道路協会） 令和2年9月
鋼道路橋施工便覧 （日本道路協会） 令和2年9月
コンクリート道路橋設計便覧 （日本道路協会） 令和2年9月
コンクリート道路橋施工便覧 （日本道路協会） 令和2年9月
道路トンネル維持管理便覧（本体工編） （日本道路協会） 令和2年8月
ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン （厚生労働省） 令和2年7月

（2）共通仕様書に引用されている技術基準等・JISとの整合

土木工事共通仕様書等の改定について

（3） 「ICT技術の全面的な活用」を推進するための基準

引用している各種技術指針等の改正に伴う改定（改正年月の修正等）

その他、JIS G 3551 溶接金網及び鉄筋格子等、JIS名称変更に伴う修正を行う。

ICT導入協議会にて基準類策定された下記要領について、施工管理基準に必要な項目を
反映する。
・３次元計測技術を用いた出来形管理要領（構造物工編（試行））
・加速度応答法を用いた路盤の締固め管理要領
・施工履歴データを用いた出来形管理要領（土工編）
・空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領など

その他、ICT関連要領について、３次元計測技術を用いた出来形管理要領への再編（スリム化）に伴
い、記載内容の修正を行う。


